
平成

第

年 月 日 金曜日

山
る
。目

「

山 口 県

山
山

報

○
規山 毎

（号 外 ）

第
七
目

県
民
芸
術
文
化
ホ
ー
ル

三
款

地
域
振
興
部
に
属
す
る
出

第
一
目

県
民
局
（
第
三
十
六
条

口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十

次
中
「
総
合
政
策
部
」
を
「
総
合

第
三
目

ス
ポ
ー
ツ
交
流
ま
ち
づ

四
）

第
四
目

美
術
館
（
第
三
十
五
条

第
五
目

県
民
文
化
ホ
ー
ル
（
第

第
六
目

芸
術
村
（
第
三
十
五
条

口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

口
県
規
則
第
二
十
八
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部

目

次

則口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

（
第
三
十
五
条
の
十
六

第
三

先
機
関

第
四
十
一
条
）

三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）

企
画
部
」
に
、

く
り
拠
点
施
設
（
第
三
十
五
条

の
五

第
三
十
五
条
の
九
）

三
十
五
条
の
十

第
三
十
五
条

の
十
三

第
三
十
五
条
の
十
五

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

則

十
五
条
の
十
八
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

の
二

第
三
十
五
条
の

の
十
二
）

）

を

る
。

事

山

本

繁
太
郎

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（金曜日）

中
山
間
地
域
づ
く

り
推
進
課

地
域
づ

財

政

課

秘

書

課

第
八
条
第
一
項
の
表
総
合
政

政
課
の
項
を
削
り
、
同
部
秘
書

地
域
政
策
課

地
域
企

「
第
七
目

宇
部
小
野
田
湾
岸

十
）

第
八
目

削
除

を
削
り
、
「
第
九
目

山
口
き

公
園
管
理
事
務
所
」
に
、
「
第

「
第
十
一
目

山
口
宇
部
空
港

第
八
条
第
一
項
中
「
こ
れ
ら

え
、
同
項
の
表
総
務
部
の
部
に

第
八
目

県
民
芸
術
文
化

第
三
款

削
除

「
第
八
目

衛
生
看
護
学
院
（

に
、
「
第
百
七
十
二
条
」
を
「

「
第
三
目

職
業
能
力
開
発
校

「
第
三
目

国
際
総
合
セ
ン
タ

第
四
目

職
業
能
力
開
発
校

職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
五

第
二
目

国
際
総
合
セ
ン

「

第
三
目

県
民
局
（
第
三

第
四
目

ス
ポ
ー
ツ
交
流

七
）

第
五
目

美
術
館
（
第
三

第
六
目

県
民
文
化
ホ
ー

第
七
目

芸
術
村
（
第
三

く
り
班

交
流
推
進
班

策
部
の
部
中
「
総
合
政
策
部
」
を

課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

画
班

土
地
・
水
資
源
対
策
班

道
路
建
設
事
務
所
（
第
二
百
六
十

ら
ら
博
記
念
公
園
管
理
事
務
所
」

十
目

ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「

事
務
所
」
を
「
第
九
目

山
口
宇

の
課
」
の
下
に
「
及
び
室
（
産
業

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ
ー
ル
（
第
三
十
五
条
の
十
九

第
五
十
九
条
の
八
・
第
五
十
九
条

第
百
四
十
五
条
」
に
、

（
第
百
七
十
三
条

第
百
七
十
五

ー
（
第
百
四
十
六
条

第
百
七
十

（
第
百
七
十
三
条

第
百
七
十
五

目

若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」

タ
ー
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三

十
五
条
の
二

第
三
十
五
条
の
四

ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設
（
第
三
十

十
五
条
の
八

第
三
十
五
条
の
十

ル
（
第
三
十
五
条
の
十
三

第
三

十
五
条
の
十
六

第
三
十
五
条
の

一

「
総
合
企
画
部
」
に
改
め
、
同
部

九
条
の
六

第
二
百
六
十
九
条
の

を
「
第
七
目

山
口
き
ら
ら
博
記

第
八
目

ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に

部
空
港
事
務
所
」
に
改
め
る
。

戦
略
部
に
あ
つ
て
は
、
部
）
」
を

第
三
十
五
条
の
二
十
一
）

」

の
九
）
」
を
「
第
八
目

削
除

条
）
」
を

二
条
）

条
）

」
に
、
「
第
四
目

若
者

に
改
め
、

条
）

」

）五
条
の
五

第
三
十
五
条
の

二
）

十
五
条
の
十
五
）

に

十
八
）

財 」念、加 」就 、

規

則



平成 年 月 日 金曜日

第
班
」

山 口

第第
班
」

課
の

県 報

第
班

（号 外 ）

第
団
体
指
導
室

共
済
班

指
導

企
画
流
通
課

市
場
・
金
融
班

農
業
振
興
課

調
整
班

農
産

八
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部

に
改
め
、
同
部
森
林
企
画
課
の
項

八
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の

観
光
振
興
課

地
域
ブ
ラ
ン
ド

交
通
政
策
課

地
域
交
通
班

八
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の

を
「
女
性
企
業
育
成
班

資
源
活

項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

業戦略部

総
務
調

八
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の

医
療
対
策
班
」
に
改
め
、
同
部
長

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

推
進
室

市

町

課

調
整
班

行
政

情
報
企
画
課

調
整
班

情
報

国

際

課

八
条
第
一
項
の
表
地
域
振
興
部
の

産

検
査
班

農
地
班

流
通
政
策
班

新
事
業
創
出
班

班

園
芸
振
興
班

農
業
技
術
班

の
部
農
村
整
備
課
の
項
中
「
換
地

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

部
経
営
金
融
課
の
項
の
次
に
次

推
進
班

魅
力
発
信
班

お
い
で
ま

空
港
利
用
促
進
班

部
農
林
水
産
政
策
課
の
項
中
「

用
推
進
班
」
に
改
め
、
同
部
団

整
班

企
画
推
進
班

産
業
イ
ン
フ

部
地
域
医
療
推
進
室
の
項
中
「

寿
社
会
課
の
項
の
次
に
次
の
よ

班

財
政
班

地
方
債
・
公
営
企
業

政
策
班

電
子
県
庁
支
援
班

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

経
営
体
育
成
班

金
融
班
」
を
「
改
良
区
指
導

の
よ
う
に
加
え
る
。

せ
山
口
班

農
山
漁
村
・
む
ら
お
こ
し
推
進

体
指
導
室
の
項
か
ら
農
業
振
興

ラ
班

首
都
圏
調
整
班

医
療
企
画
班
」
を
「
医
療
企
画

う
に
加
え
る
。

班

税
政
班

町

二

行
政
書
士
に
関
す

三

市
町
に
関
す
る
国

中山間地域づくり推進課

中
山
間
地
域
等
の
振
興

と
。

市

一

市
町
そ
の
他
公
共

第
九
条
第
一
項
の
表
総
合
政

政
課
の
項
を
削
り
、
同
部
秘
書

地域政策課

一

地
域
振
興
に
係
る

二

地
域
開
発
計
画
の

三

市
町
合
併
及
び
中

に
関
す
る
こ
と
。

四

土
地
及
び
水
資
源

五

県
民
局
及
び
地
域

財政課

一

県
財
政
の
計
画
及

二

予
算
の
編
成
及
び

三

県
債
に
関
す
る
こ

四

県
の
地
方
交
付
税

五

基
金
に
関
す
る
こ

六

県
議
会
に
関
す
る

七

当
せ
ん
金
付
証
票

秘書課

知
事
及
び
副
知
事
の
秘

森
林
企
画
課

林
業
振

第
八
条
第
一
項
の
表
農
林
水

中
「
資
源
管
理
班

経
営
普
及

第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部

部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

る
こ
と
。

、
県
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
で
他
の

に
係
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整

団
体
の
行
政
、
財
政
及
び
税
政
に
関
す

策
部
の
部
中
「
総
合
政
策
部
」
を

課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

核
都
市
形
成
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調

の
活
用
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関

行
政
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

執
行
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

に
関
す
る
こ
と
。

と
。

こ
と
。

の
発
売
に
関
す
る
こ
と
。

書
に
関
す
る
こ
と
。

興
班

林
業
企
画
班

事
業
体
支
援
班

産
部
の
部
全
国
植
樹
祭
推
進
室
の

班
」
を
「
経
営
体
育
成
班

生
産

の
部
給
与
厚
生
課
の
項
第
六
号
中

課
の
主
管
に

に
関
す
る
こ

る
こ
と
。

「
総
合
企
画
部
」
に
改
め
、
同
部

こ
と
。

整
及
び
推
進

す
る
こ
と
。

項
を
削
り
、
同
部
水
産
振
興
課
の

振
興
班
」
に
改
め
る
。

「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
り
、

二

財 項同



平成 年 月 日 金曜日

九第
ら
第二第

の
項

山 口 県

第
手
当

の
下

の
一

報

第
中

（号 外 ）

光振興

二

旅
行
業
者
の
登
録
、
監
督

三

観
光
客
の
誘
致
及
び
宣
伝

四

観
光
施
設
及
び
観
光
資
源

国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る

九
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

貿
易
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

九
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

観

一

観
光
振
興
に
係
る
施
策
の

ピック推進室

全
国
健
康
福
祉
祭
の
推
進
に
関

九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の

」
を
「
及
び
児
童
手
当
」
に
改
め

に
「
、
観
光
」
を
加
え
、
同
部
新

号
を
加
え
る
。

際課

二

国
際
交
流
に
関
す
る
情
報

三

東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
流

四

国
際
協
力
及
び
在
外
県
人

九
条
第
一
項
の
表
地
域
振
興
部
の

「
衛
生
看
護
学
院
及
び
」
を
削
り
、

ねんりん 課

属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ

情報企画課

一

情
報
シ
ス
テ
ム
の
企
画
及

二

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報

三

高
度
情
報
化
の
推
進
に
関

四

電
子
県
庁
の
推
進
及
び
調

国

一

国
際
交
流
に
関
す
る
事
業

関
す
る
こ
と
。

及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

部
新
産
業
振
興
課
の
項
中
第
七

、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

部
企
業
立
地
推
進
室
の
項
第
四

企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

部
こ
ど
も
未
来
課
の
項
第
五
号

、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
商
政

産
業
振
興
課
の
項
中
第
八
号
を

の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

会
に
関
す
る
こ
と
。

部
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部

同
部
長
寿
社
会
課
の
項
の
次
に

と
。

び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

処
理
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

整
に
関
す
る
こ
と
。

の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
並
び
に

号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か

加
え
る
。

号
を
削
り
、
同
部
経
営
金
融
課

中
「
、
児
童
手
当
及
び
子
ど
も

課
の
項
第
一
号
中
「
商
工
業
」

第
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
部
医
務
保
険
課
の
項
第
八
号

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

推
進
に

十
六

農
業
生
産
組
織
に
関

十
七

農
業
の
担
い
手
の
育

十
八

農
業
経
営
基
盤
強
化

中
「
畜
産
物
」
の
下
に
「
、
林

を
加
え
る
。

一

農
林
水
産
業
に
関
す
る

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水

号
及
び
第
十
五
号
を
次
の
よ
う

十
四

経
営
構
造
対
策
事
業

十
五

中
山
間
地
域
等
直
接

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水

体指導室

二

農
業
振
興
地
域
の

三

農
地
法
（
昭
和
二

こ
と
。

四

農
地
に
係
る
訴
訟

五

農
業
会
議
及
び
農

六

国
有
農
地
等
に
関

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水

に
改
め
、
第
四
号
を
第
五
号
と

改
め
る
。

三

農
林
水
産
系
バ
イ
オ
マ

及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と

四

農
林
事
務
所
、
水
産
振

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

団

一

農
業
協
同
組
合
、

び
漁
業
共
済
組
合
の

課

五

物
産
の
振
興
に
関

交通政策課

鉄
道
、
海
運
、
バ
ス
、

整
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水

興
し
」
を
「
農
山
漁
村
の
女
性

す
る
こ
と
。

成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

産
物
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第

金
融
及
び
信
用
基
金
に
関
す
る
こ

産
部
の
部
農
業
経
営
課
の
項
を
削

に
改
め
る
。

の
総
括
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る

支
払
制
度
の
総
括
及
び
連
絡
調
整

産
部
の
部
農
業
振
興
課
の
項
に
次

整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
施

及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

業
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

産
部
の
部
流
通
企
画
室
の
項
中
「

し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第

ス
及
び
農
山
漁
村
の
再
生
可
能
エ

。興
局
、
水
産
事
務
所
及
び
農
林
総

産
部
の
部
農
林
水
産
政
策
課
の
項

農
業
共
済
組
合
、
森
林
組
合
、
水
産
業

指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

航
空
そ
の
他
交
通
運
輸
に
係
る
施
策
の

産
部
の
部
農
林
水
産
政
策
課
の
項

及
び
地
域
活
動
」
に
改
め
、
同
項

三

二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

と
。

り
、
同
部
農
業
振
興
課
の
項
第
十

こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

の
四
号
を
加
え
る
。

行
に
関
す
る

流
通
企
画
室
」
を
「
企
画
流
通
課

二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一

ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
企
画
調

合
技
術
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と

第
五
号
を
削
り
、
同
部
団
体
指
導

協
同
組
合
及

企
画
及
び
調

第
二
号
中
「
農
山
漁
村
女
性
及
び

第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う

号四 」号 整。室 村に



平

同
款第

成 年 月 日 金曜日

第
「
課第

表
部

に
改第第

条
の

山 口

五六第
し
、

号
中

所
」

号
ず七

県 報

七第
樹
祭

る
。一二三四

（号 外 ）

十第
経
営

を
第三四五六

第
八
目
と
す
る
。

三
章
第
一
節
第
二
款
第
六
目
中
第

十
条
中
「
課
長
が
」
を
「
課
長

長
は
」
を
「
当
該
課
長
又
は
室
長

十
二
条
第
一
項
の
表
部
の
項
中

の
項
中
「
企
画
監
」
を
「
企
画
監

め
る
。

三
章
第
一
節
第
二
款
の
款
名
中

三
章
第
一
節
第
二
款
第
七
目
中
第

十
七
を
第
三
十
五
条
の
二
十
と
し

資
源
回
復
計
画
、
栽
培
漁
業
及

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る

九
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の

第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一

「
、
総
合
開
発
事
務
所
及
び
宇

に
改
め
、
同
部
建
築
指
導
課
の
項

つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次

低
炭
素
建
築
物
に
係
る
計
画
の

林
業
事
業
体
及
び
人
材
の
育
成

九
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の

推
進
室
の
項
を
削
り
、
同
部
水

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
に
関

水
産
業
技
術
及
び
経
営
の
改
良

漁
業
後
継
者
の
育
成
及
び
指
導

養
殖
業
に
関
す
る
こ
と
。

九

農
業
大
学
校
、
病
害
虫
防
除

九
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の

計
画
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号

九
号
と
し
、
第
三
号
を
第
八
号
と

県
民
税
事
業
の
企
画
に
関
す
る

林
産
物
の
生
産
に
関
す
る
こ
と

森
林
の
流
域
管
理
シ
ス
テ
ム
の

入
会
林
野
等
の
整
備
事
業
に
関

三
十
五
条
の
十
五
を
第
三
十
五

又
は
室
長
（
産
業
戦
略
部
に
あ
つ

は
」
に
改
め
る
。

「
又
は
局
長
」
及
び
「
又
は
局
次

調
整
監

主
幹

主
査

主

「
総
合
政
策
部
」
を
「
総
合
企
画

三
十
五
条
の
十
八
を
第
三
十
五

、
第
三
十
五
条
の
十
六
を
第
三

び
漁
場
環
境
の
保
全
に
関
す
る

こ
と
。

部
水
産
振
興
課
の
項
中
第
七
号

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
土
木

部
小
野
田
湾
岸
道
路
建
設
事
務
所

中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、

の
一
号
を
加
え
る
。

認
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

部
森
林
企
画
課
の
項
第
十
一
号

産
振
興
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
六

す
る
こ
と
。

及
び
そ
の
普
及
指
導
に
関
す
る

に
関
す
る
こ
と
。

所
及
び
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
に
関

部
森
林
企
画
課
の
項
第
二
号
中

か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第

し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
五
号

こ
と
。

。推
進
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

条
の
十
八
と
し
、
第
三
十
五
条

て
は
、
部
次
長
）
が
」
に
、

長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の

任

主
任
主
事

主
任
技
師
」

部
」
に
改
め
る
。

条
の
二
十
一
と
し
、
第
三
十
五

十
五
条
の
十
九
と
し
、
同
目
を

こ
と
。

を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と

建
築
部
の
部
監
理
課
の
項
第
九

」
を
「
及
び
総
合
開
発
事
務

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一

及
び
第
十
二
号
並
び
に
全
国
植

号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

こ
と
。

す
る
こ
と
。

「
森
林
施
業
計
画
」
を
「
森
林

五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号

を
加
え
る
。

山
口
県
岩
国
県
民
局

山
口
県
柳
井
県
民
局

山
口
県
周
南
県
民
局

山
口
県
山
口
県
民
局

山
口
県
宇
部
県
民
局

（
設
置
）

第
三
十
五
条
の
二

地
域
に
お

と
も
に
、
県
民
生
活
に
係
る

地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
、

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域

第
三
十
五
条
の
三

県
民
局
の

名

称

十
二
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表

二
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
五
条
の
六
を
第
三
十

章
第
一
節
第
二
款
第
四
目
を
同

第
三
章
第
一
節
第
二
款
第
三

を
第
三
十
五
条
の
六
と
し
、
第

し
、
同
款
第
二
目
の
次
に
次
の

第
三
目

県
民

の
十
四
を
第
三
十
五
条
の
十
七

款
第
七
目
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
第
二
款
第
五

の
十
一
を
第
三
十
五
条
の
十
四

第
六
目
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
第
二
款
第
四

八
を
第
三
十
五
条
の
十
一
と
す

第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の

岩

国

市

岩
国
市

玖
珂
郡

柳

井

市

柳
井
市

大
島
郡

周

南

市

下
松
市

光
市

山

口

市

山
口
市

防
府
市

宇

部

市

宇
部
市

美
祢
市

け
る
出
先
機
関
相
互
の
連
絡
調
整

各
種
相
談
業
務
等
を
実
施
し
、
も

県
民
局
を
置
く
。

）名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、

位

置

所

管

普
及
課
の
項
中
「
第
三
十
五
条
の

第
三
十
五
条
の
十
と
す
る
。

五
条
の
九
と
し
、
第
三
十
五
条
の

款
第
五
目
と
す
る
。

目
中
第
三
十
五
条
の
四
を
第
三
十

三
十
五
条
の
二
を
第
三
十
五
条
の

一
目
を
加
え
る
。

局 と
し
、
第
三
十
五
条
の
十
三
を
第

目
中
第
三
十
五
条
の
十
二
を
第
三

と
し
、
第
三
十
五
条
の
十
を
第
三

目
中
第
三
十
五
条
の
九
を
第
三
十

る
。

表
学
芸
課
の
項
中
「
第
三
十
五
条

熊
毛
郡

周
南
市

山
陽
小
野
田
市

及
び
市
町
と
の
連
絡
調
整
を
行
う

つ
て
県
行
政
の
総
合
的
な
推
進
及

次
の
と
お
り
と
す
る
。

区

域

九
第
二
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の

五
を
第
三
十
五
条
の
八
と
し
、
第

五
条
の
七
と
し
、
第
三
十
五
条
の

五
と
し
、
同
目
を
同
款
第
四
目

三
十
五
条
の
十
六
と
し
、
同
目
を

十
五
条
の
十
五
と
し
、
第
三
十
五

十
五
条
の
十
三
と
し
、
同
目
を
同

五
条
の
十
二
と
し
、
第
三
十
五
条

の
九
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条

四

とび 十三三と 同条款のの



平成

第
第
四

年 月 日 金曜日

「
廃

を「
環

保
健第

第
五第

和
四

山 口 県

第
三第

班
」

衛
生

祉
セ

表
山

る
。第

報

二三四五六七第

（号 外 ）

（
所

第
三一

八
十
三
条
第
一
号
中
「
知
的
障
害

号
及
び
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立

棄
物
・
環
境
指
導
班
」
に
改
め
、

「
環
境
薬
事
班
」
に
改
め
、
「
環

境
指
導
班

廃
棄
物
対
策
班
」
を

所
の
項
中
「
環
境
指
導
班
」
を

三
章
第
一
節
第
五
款
第
八
目
を
次

第
八
目

削
除

十
九
条
の
八
及
び
第
五
十
九
条
の

五
十
九
条
の
十
中
「
山
口
県
立
衛

十
五
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号
）

十
六
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で

四
十
七
条
の
十
一
の
表
山
口
県
岩

を
「
廃
棄
物
・
環
境
指
導
班
」
に

薬
事
班
」
を
「
環
境
薬
事
班
」
に

ン
タ
ー
の
項
中
「
環
境
指
導
班

口
県
山
口
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

五
十
一
条
の
三
の
表
山
口
県
岩

地
域
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

防
災
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と

労
働
及
び
雇
用
対
策
に
関
す
る

県
民
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ

そ
の
他
県
民
生
活
に
関
す
る
こ

三
章
第
一
節
第
三
款
を
次
の
よ
う

第
三
款

削
除

山
口
県
下
関
県
民
局

下

山

口

県

萩

県

民

局

萩

掌
事
務
）

十
五
条
の
四

県
民
局
の
所
掌
事

出
先
機
関
相
互
の
連
絡
調
整
に

者
更
生
施
設
等
」
を
「
障
害
者

支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常

同
表
山
口
県
柳
井
環
境
保
健
所

境
指
導
班
」
を
削
り
、
同
表
山
口

「
廃
棄
物
・
環
境
指
導
班
」
に

「
廃
棄
物
・
環
境
指
導
班
」
に
改

の
よ
う
に
改
め
る
。

九

削
除

生
看
護
学
院
等
条
例
」
を
「
山

」
に
改
め
る
。

削
除

国
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中

改
め
、
同
表
山
口
県
柳
井
健
康

改
め
、
「
環
境
指
導
班
」
を
削

廃
棄
物
対
策
班
」
を
「
廃
棄
物

項
中
「
環
境
指
導
班
」
を
「
廃

国
環
境
保
健
所
の
項
中
「
環
境
指

。こ
と
。

と
。

と
。

に
改
め
る
。

関

市

下
関
市

市

萩
市

長
門
市

阿
武

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
こ
と
。

支
援
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

の
項
中
「
環
境
衛
生
薬
事
班
」

県
周
南
環
境
保
健
所
の
項
中

改
め
、
同
表
山
口
県
山
口
環
境

め
る
。

口
県
立
萩
看
護
学
校
条
例
（
昭

「
環
境
指
導
班

廃
棄
物
対
策

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
環
境

り
、
同
表
山
口
県
周
南
健
康
福

・
環
境
指
導
班
」
に
改
め
、
同

棄
物
・
環
境
指
導
班
」
に
改
め

導
班

廃
棄
物
対
策
班
」
を

郡

し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒

四

施
設
及
び
設
備
の
維
持

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
百
四
十
七
条

国
際
総
合
セ

管
理
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

一

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン

は
使
用
時
間
を
変
更
す
る

二

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン

三

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン

第
三
目

国
際

第
百
四
十
六
条
か
ら
第
百
七

（
名
称
及
び
位
置
）

第
百
四
十
六
条

山
口
県
国
際

定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
国
際

名

山

口

県

国

際

総

合

セ

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

第
九
十
条
の
表
相
談
判
定
課

る
。第

九
十
九
条
第
二
号
を
次
の

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及

第
六
号
に
規
定
す
る
意
思

第
三
章
第
一
節
第
六
款
中
第

第
百
四
十
五
条
の
次
に
次
の

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に

第
八
十
六
条
第
一
号
を
次
の

一

障
害
者
支
援
施
設
等
へ

情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要

第
八
十
六
条
第
五
号
中
「
障

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

第
七
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め

む
こ
と
。

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の

タ
ー
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定

こ
と
。

タ
ー
条
例
第
四
条
の
許
可
を
す
る

タ
ー
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

総
合
セ
ン
タ
ー

十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
八
年

総
合
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置

称

位

ン

タ

ー

下

関

援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る

の
項
第
六
号
中
「
手
話
奉
仕
員
等

よ
う
に
改
め
る
。

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

疎
通
支
援
を
行
う
者
の
養
成
及
び

四
目
を
第
五
目
と
し
、
第
三
目
を

目
名
を
付
す
る
。

改
め
る
。

よ
う
に
改
め
る
。

の
入
所
等
の
措
置
に
係
る
市
町
相

な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者

に
、
「
及
び
第
七
十
四
条
第
一
項

、
同
条
第
六
号
中
「
障
害
者
自
立

五

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
指

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使
用
日

こ
と
。

、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り

る
。

山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
一
条
の

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

置

市 。
」
を
「
点
訳
奉
仕
員
等
」
に
改

る
た
め
の
法
律
第
七
十
七
条
第
一

派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
目
と
す
る
。

互
間
の
連
絡
調
整
、
市
町
に
対
す

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

」
を
「
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及

支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生

定又消 規 め項 る合び活



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

ロ
こ

山 口

「「

県 報

に
改第

中ロ「

（号 外 ）

第
百第

同
項第第

目
と第十

五
年
三
月
二
十
九
日
印
刷

十
五
年
三
月
二
十
九
日
発
行

会

及
び
審
議
に
関
す

の
表
中
「
総
合
政
策
部
」
を
「
総

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月

山
口
県
商
工
業
振

興
対
策
審
議
会

商
工
業
の
振
興
に

調
査
及
び
審
議
に

山
口
県
商
工
業
振

興
対
策
審
議
会

商
工
業
の
振
興
に

調
査
及
び
審
議
に

山
口
県
観
光
審
議

観
光
事
業
に
関
す

め
る
。

三
百
一
条
第
一
号
の
表
中
「
地
域

「
総
合
政
策
部
」
を
「
総
合
企
画
部

の
表
中

山
口
県
観
光
審
議

会

観
光
事
業
に
関
す

及
び
審
議
に
関
す

四
十
八
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
ま

百
七
十
八
条
の
表
森
林
部
の
項
第

第
十
三
号
中
「
林
業
構
造
改
善
事

百
八
十
条
の
表
漁
港
市
場
課
の
項

三
章
第
一
節
第
八
款
中
第
七
目
及

し
、
第
十
一
目
を
第
九
目
と
す
る

二
百
九
十
七
条
第
二
項
の
表
中

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

る
事
務

興
課

合
企
画
部
」
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

係
る
総
合
的
施
策
に
つ
い
て
の

関
す
る
事
務

商
政

係
る
総
合
的
施
策
に
つ
い
て
の

関
す
る
事
務

商
政

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査

観
光

」

振
興
部
」
を
「
総
合
企
画
部
」

」
に
、
「
流
通
企
画
室
」
を
「

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査

る
事
務

観
光
流
課

で

削
除

九
号
中
「
森
林
施
業
計
画
」
を

業
」
を
「
林
業
施
設
の
整
備
」

中
「
漁
港
管
理
班

市
場
班
」

び
第
八
目
を
削
り
、
第
九
目
を

。
「

を

衛

生

看

護

学

院

萩

看

護

学

校

県

庁
知
事

部

」

部

」

課

商工労働部

」
を

課振

商工労働

に
改
め
、
同
号 」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
の
表

企
画
流
通
課
」
に
改
め
、
同
号

交

地域振興

を
削
り
、

「
森
林
経
営
計
画
」
に
改
め
、

に
改
め
る
。

を
削
る
。

第
七
目
と
し
、
第
十
目
を
第
八

「
萩

看

護

学

校

六


